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正 会 員 各位 

（一社）全国ＬＰガス協会 

 

家電リサイクル法上の小売業者が引き取った 

特定家庭用機器廃棄物の適正な引渡し等について（お願い） 

 

標記につきまして、経済産業省商務情報政策局長及び環境省環境再生・資源循環局

長の連名にて、当協会に対して会員事業者への周知要請がありました。（別添） 

つきましては、都道府県協会におかれましては、会員に対し、また、直接会員にお

かれましては、従業員や関係者等に対して、本件についてご周知方よろしくお願いい

たします。 

記 

１．概要 

特定家庭用機器再商品化法（以下、「家電リサイクル法」という。）上の小売業者

（ＬＰガス販売事業者）が、排出者（お客様）から対象家電（使用していたエアコ

ン等）を引き取っていながら、その一部を家電リサイクル法に定める製造業者等に

引き渡していなかったことが立入検査で発覚し、同法に基づく勧告を受けました。 
 

経産省及び環境省は、ＬＰガス販売事業者に家電リサイクル法上の小売業者とな

る事業者が一定程度あることを認識し、当協会に対して、家電リサイクル法の対象

となるＬＰガス販売事業者が家電リサイクル法を適切に運用するように周知要請を

行ったものです。 

なお、他の業界に対しても同様の周知が行われています。 
 

２．家電リサイクル法上の小売業者となり得るＬＰガス販売事業者とは 

  対象家電４品目（①エアコン、 ②テレビ、 ③冷蔵庫・冷凍庫、 ④洗濯機・衣類

乾燥機）の小売販売を業として行っている事業者 

※リフォーム等を通じて対象商品を販売する事業者も含み、規模や頻度は問わない。 
例：ＬＰガスの販売に付随してエアコンの小売販売を行う事業者 

 

３．家電リサイクル法上の適切な処理とは 

 ・家電リサイクル法上の小売業者は、排出者（お客様）から対象家電の引き取りを

要請された場合、原則、引き取り義務がある。 

 ・引き取りした対象家電は、製造事業者等にリサイクル券を活用して引き渡す義務

がある。 



４．家電リサイクル法の小売業者に該当しない場合 

 ・お客様から引き取りを依頼された場合は、お客様が直接家電リサイクル法第１０

条に基づく家電リサイクル法に指定されている法人、製造業者等に引き渡し、ま

たは市区町村に問合せのうえ処分いただくように依頼し、自ら引き取りを行わな

いようにご注意ください。 

 

 

【適切な運用等の詳細は以下の関係資料】 
 

経済産業省：家電リサイクル法 

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/ 

 

家電リサイクル法上の小売業者の義務等について 

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/shiryousyu/duties_of_retailers.pdf 

 

６．家電リサイクル法の詳細に関するお問い合わせ先 

【問合せ窓口】 

 
 

 

以 上 

（発信手段：Ｅメール） 

（担当：事業推進部 笠間、 保安部 髙木） 
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